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保護者の皆様へ 

仙台市教育委員会 

 

仙台市の学校給食と平成 31 年度の学校給食費について（お知らせ） 

 

本市では，すべての市立小中学校・特別支援学校で，学校給食を実施しています。 
安全で安心な給食により，児童生徒の健やかな成長と健康の増進，食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身に付けることを目的とした食育の推進を図ってまいりますので，学校給食
や給食費の納入について，ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

本市では学校給食費として，食品購入にかかる経費のみを保護者の皆様にご負担いただいてお

ります。そのほか，調理に必要な施設や設備にかかる経費，人件費や光熱水費などは，仙台市が

負担しています。 

※ 学校給食法及び同法施行令では，給食の実施に必要な経費のうち，施設や設備に要する経費と人件費は公費

負担，それ以外の経費は保護者の負担とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  平成 31 年度の学校給食費１食単価は下表のとおりです。年間９期に分けて納入いただきます。
各期別の給食費の納入額（口座振替額）等につきましては，６月頃に教育委員会よりお知らせい
たします。 

学校種別 学校給食費 

小学校 245 円 

中学校・中等教育学校（前期課程） 290 円 

特別支援学校 
小学部 245 円 

中学部・高等部 290 円 

 

 

給食費については，ほとんどの保護者の皆様にきちんと納付いただいており，収納率は９９％

以上となっております。一方で，残念ながら一部の方が滞納されている実態があります。 

給食費を納付されている方との公平性の観点等から，本市では，長期の滞納があった場合は，

催告書を送付し，それでも納めていただけない場合には，民事訴訟法に基づく支払督促の申立て

を裁判所に行い，最終的には，給与差押等の強制的な回収を行っています。 

  なお，経済的な理由により納付が困難な方は，就学援助や生活保護が受けられる場合もござい

ますので，教育委員会へご相談ください。 

  

その他 

光熱水費 

修繕費 

人件費 
仙台市負担 

  

食品購入費 

学校給食費の仕組み 

給食費未納への取組 

平成 31 年度の学校給食費 

保護者負担＝給食費 
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お子様が食物アレルギー等を有するために給食のことで心配がある場合には，学校へご相談

ください。給食停止・牛乳停止などの対応が必要な場合には，アレルギー等対応申請書類を提

出していただくことになります（学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）等が必要になりま

す）。 

※ 入学後，進級後も学校と連絡を密にし，情報交換を十分に行ってください。対応の決定につ

いては，個別面談，調査票や学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）等の書類を基に，学

校等の実情を考慮し校長が判断いたします。弁当や麦茶等の飲み物を持参することもできま

す。 

 

 

 
学校給食には，児童生徒の心身の健全な発達に必要な栄養の摂取と，食に関する理解や判断

力，望ましい食習慣を身に付け，食文化や生産などを学ぶ「食育」の 2 つの役割があります。
本市の各学校・給食センターでは，学校給食で摂取することが望ましい 1 食当たりの栄養量に
ついて，文部科学省が定める「学校給食摂取基準」を参考に献立をたてております。 

この「学校給食摂取基準」は，1 日の望ましい摂取栄養量の 1/3（33％）を基本とし，カル
シウムやビタミン類など家庭で摂取しづらい栄養素の摂取量は 40％～50％を目安に設定され
ています。 

近年，米飯やパンをはじめ，おかずに使う様々な食材の価格が上昇し，現行の学校給食費で
は，使用できる食材の選択肢が狭まるなど，献立の工夫が難しい状況が続いており，その結果，
本市の学校給食は 1 日の望ましい摂取栄養量の 1/3 は概ね確保されているものの，個々の栄養
素については基準を下回る項目が増えつつある状況です。 

そのため，現在，学識経験者や保護者の代表，学校関係者等により構成される「仙台市学校
給食運営審議会」において，こうした状況の改善等を図るため，学校給食費の改定に向けた議
論が進められているところです。 

 

 

 問合せ先：教育委員会健康教育課 
                              電  話   ：２１４－０００８ 

食物アレルギー等への対応について 

仙台市の学校給食と栄養摂取の状況について 






